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１．はじめに

・介護職は自らの感情を適切にコントロールすることに
よって、円滑にケアができる場面が多い
⇒ 介護労働は感情労働の性質をもつ

・感情労働
その場面で求められている、あるいはその場面に
ふさわしい感情を示すために、自身の本当の感情を
抑制して、感情をコントロールする必要がある仕事

介護職員の立場から
「ハラスメントに気が付かない」
「ハラスメントにしたくない」

介護現場でのハラスメントは表面化されにくい！
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ハラスメント被害の放置

ハラスメントは介護職員の権利侵害と認識して
対応することが重要

介護のケアの質や士気の低下

メンタルヘルスの不調

休職・離職

離職の原因にもなるハラスメント
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2．ハラスメントとは（定義）

・定義
ハラスメント＝嫌がらせや人を困らせる言動

・ハラスメントの種類
パワーハラスメント（パワハラ）
セクシャルハラスメント（セクハラ）
カスタマーハラスメント（カスハラ）
モラルハラスメント（モラハラ）
マタニティーハラスメント（マタハラ）
ジェンダーハラスメント（ジェンハラ）
アルコールハラスメント（アルハラ）

平成30年頃より「ハラスメント」に社会的関心がもたれる
ようになった（過労自殺、スポーツ界のパワハラなど）
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3．介護現場におけるハラスメント

・身体的暴力
身体的な力を使っての危害を及ぼす行為

物を投げつける、蹴られる、つねられる、唾をはかれる

・精神的暴力
個人の尊厳や人格を言葉や態度により侵害する行為

怒鳴りつける、威圧的な叱責、言いがかり、いやがらせ
理不尽な（不適切）サービスと強要する

・セクシャルハラスメント
不快に思う性的な言動や誘いかけ、性的ないやがらせ

必要がないのに身体を触る、性的な話をする
抱きつく、自分の陰部を見せる

厚生労働省のハラスメント研修資料より
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4．介護現場のハラスメントの実際①
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4．介護現場のハラスメントの実際②
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4．介護現場のハラスメントの実際③
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5．介護現場のハラスメントの背景

＜ハラスメントをする人＞

・介護サービスが必要な利用者、本人または、家族
⇒ サービス料を払ってサービスを受ける人
「顧客」

・認知症や疾患を抱えている人
認知症のBPSD
精神疾患
高次脳機能障害
脳血管疾患、失語症など
⇒ 不適切な行為との線引きが難しい

一般的なハラスメントとは違うという認識を持つこと
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６．ハラスメントに関する法律①

（１）パワハラ防止法（労働施策総合推進法）
下記の3つをすべて満たしたもの
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの

＜具体的な例＞
身体的な攻撃（殴る、蹴る、投げるなど）
精神的な攻撃（人格否定、長時間の叱責など）
個の侵害（個人への過度の立ち入り）
（運用指針より）

事業主がとるべき措置について明記されている



Faculty of Human Well-being, Chubu Gakuin University 

６．ハラスメントに関する法律②

（２）男女雇用機会均等法におけるセクハラ

＜対価型セクシュアルハラスメント＞
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の
対応（拒否や抵抗）により、その労働者が解雇、降格、
減給などの不利益を受けること

＜環境型セクシュアルハラスメント＞
労働者の意に反する性的な言動により就業環境が
不快なものとなり就業する上での支障が生じること
※ 同性に対するものも含まれる

介護現場のセクハラは「環境型セクシュアルハラスメント」
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7．ハラスメントの対策（施設側）

（１）基本方針の作成
ハラスメントに対する基本的な考え方や対応について
まとめ、施設の基本的な考え方（方針）として、全職員が
理解し、共有することが重要

（２）対応マニュアルの作成
・相談窓口の設置（対応する人は誰なのか）

⇒ 初期対応をしっかりする
・報告された事案の検討（ハラスメントなのか客観的
に判断する）
・研修体制
・対応後の要因分析 ⇒ 今後に活かす
・介護マニュアルの確認

ハラスメント対策の充実が介護の質も向上につながる
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８．ハラスメントの対策（職員側）①

（１）ハラスメントの認識の個人差
・同じ行為を受けても人によってハラスメントと感じる
人もいれば感じない人もいる
⇒ 感じていない人に合わせてしまい、感じている

人は訴えにくい状況になる

・研修などで、ハラスメントの理解を深め、
ハラスメントとして認識ができるようにする

おかしいと感じたら声をあげる勇気を持つ
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８．ハラスメントの対策（職員側）②

（２）日頃からのハラスメントに対する意識を持つ
（自分の身を守るため）

＜チェックシートの活用＞
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８．ハラスメントの対策（職員側）③

（２）日頃からのハラスメントに対する意識を持つ



Faculty of Human Well-being, Chubu Gakuin University 

８．ハラスメントの対策（その他）①

・日本語の理解
コミュニケーションの行き違い

・文化の違い
母国との違い
⇒ 例） 利用者が何をしてほしいのか具体的に

言ってくれないのでわからない
宗教
⇒ 例） イスラム教

ヒジャーブ（スカーフ）の着用、断食月
・外国人への偏見

⇒ 例） 「外国人だからできないのではないか」

という利用者からの苦情

外国人介護職員へのハラスメント①
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８．ハラスメントの対策（その他）②

・ハラスメントの概念は国によって異なる
⇒ どのような行為がハラスメントにあたるのか
を具体例を含めて説明する
例） 人前で叱られる（注意される）など

ハグの習慣（抱擁）
・全体的に相談しやすい環境、雰囲気、窓口を整備すること

外国人介護職員へのハラスメント②

・外国人介護職員はこれからも増加する傾向
・日本語教育、生活支援とともに、日本の文化や習慣に慣れ
理解できるように支援することが大切
・定期的な面談などを実施し、話を聞く機会を設ける



ご清聴ありがとうございました


